
• 教育研究の質的向上
－体系的教育課程の編成
－学部から独立した教員組織の整備
－大学院の教育研究基盤（施設・設備など）の整備
－評価に基づく重点的整備（各種予算措置に導入）

• 多様な形態の大学院の整備

－独立大学院（学部をおかない大学院大学 昭和51年） 12大学（国４、公１、私７）（16.4.1）

－連合大学院（複数の大学が協力して教育研究を行う研究科） ９大学10研究科（16.4.1）

－連携大学院 92大学175研究科（15.5.1）

（例）筑波大学（武田薬品工業株式会社ほか）

東京理科大（ＮＴＴ（株）ほか）

東京工業大学（（株）日立製作所ほか）

• 大学院学生の処遇改善
－奨学金の改善

－経済的支援 ＴＡ 5,814百万円（H15）、RA 2,443百万円（H15）

※予算額は国立学校特別会計及び私学助成

• 世界的研究教育拠点の形成支援

－２１世紀ＣＯＥプログラム

（国立）
・国立大学等施設緊急整備5か年計画の実施、高度化推

進特別経費、大学院最先端設備費の措置
（私立）

・私立大学教育研究高度化推進特別補助
・私立大学学術研究高度化推進事業制度

独立研究科（15.4.1）

国 ３５大学 ８０研究科
公 ４大学 ４研究科
私 ２５大学 ３６研究科

① 教育研究の高度化（大学院の高度化）
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・社会人の受入れ
– 短期修了，長期履修

例：修士課程の短期修了→３６大学２９０人（平成13年度）

長期履修学生制度を導入→２８大学（平成14年度）

– 夜間大学院（２２大学（平成１６年度））

– サテライト教室（７３大学（正規授業）（平成15年度））

– 通信制大学院
修士課程：１７校,２３研究科,４０専攻（平成16年度）

博士課程： ５校,７研究科, ７専攻（平成16年度）

・専門職大学院制度の創設（平成１５年～）

（法科大学院が６８大学で開講、他にも経営など２２大学）

② 教育研究の高度化（専門職業人養成の強化）
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• 入学者選抜の改善

– 学生受入れ方針（ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰ）の明確化

– ＡＯ入試（国立：１７大学、公立４大学、私立３１６大学）

• 責任ある授業運営と厳格な成績評価

– 授業概要（ｼﾗﾊﾞｽ）の明示，個別指導（ｵﾌｨｽｱﾜｰなど）の充実

– GPA制度（学部：１４６校,大学院：２６校）（平成14年度実績）

– 履修指導（場合により退学勧告含む）

• 学生による授業評価 （１９４校で実施）（平成14年度実績）

• インターンシップの充実

• 教授能力開発（ﾌｧｶﾙﾃｨ・ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ） GPA制：ＧＰＡ制度： 授業科目ごとの

成績評価を例えば５段階（Ａ、Ｂ、Ｃ、
Ｄ、Ｅ）で評価し、それぞれに対して、
4・3・2・1・0のようにグレード・ポイント

を付与し、この単位あたりの平均を出
して、その一定水準を卒業等の要件
とする制度

AO入試：詳細な書類審査と時間を掛
けた丁寧な面接等を組み合わせるこ
とによって、受験生の能力・適性や学
習に対する意欲、目的意識等を総合
的に判定する方法

③ 高等教育の個性化（課題探求能力の育成）
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④ 高等教育の個性化（大学における教育機能の充実）

平成３年に大学設置基準を改正し、大学のカリキュラム編成について、各大学の自主性が一層拡大された。それ以降、各大学においては、
教育内容・方法改善に関する種々の取組が不断に進められている。
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平成１５年から、大学教育の改善に資する種々の取組のうち、特色ある優れたものを選定し、広く社会に情報提供することによって、各大
学及び教員のｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞとなるとともに、他大学の取組の参考になり、高等教育の活性化が促進されることを目的として、「特色ある大学教育特色ある大学教育
支援プログラム支援プログラム((特色ＧＰ特色ＧＰ((グッド・プラクティスグッド・プラクティス))))」を実施。

平成６年

各授業科目の授業計
画。各回の内容、準備
学習の指示、教材等に
ついての指示を記載。

シラバス

教員が授業内容・方法を改善
し、向上させるための組織的な
取組み。新任教員研修や教
員間の授業参観など。

ﾌｧｶﾙﾃｨ・ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ
（ＦＤ）

＜特色ある大学教育支援プログラム事例集よりその取組の一例＞

九州大学「21世紀ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」

・「専門性の高いゼネラリスト」の養成
・既存の学部学科の枠組みを超えて、学
部横断的に教育課程を履修

・学生自身が専門教育のｶﾘｷｭﾗﾑを編成し、
それを少人数体制によりサポート

・プログラム独自科目による有機的な結
合・相互作用

会津大学「先進的ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ理工学教育」

・教員の国際公募（半数近い外国人教
員）

・入学初年度から高度な研究分野へ触れ
る機会を提供する課外プロジェクトの
設定

・４年間にわたる英語教育、英語による
専門科目の授業

武蔵工業大学「国内外の地域に密着
した実践的環境教育」

・エコロジカルキャンパスとISO14001に
よる環境教育

・横浜市・市民とのパートナーシップに
よる地域の水辺改善

・オーストラリア・中国におけるフィー
ルド研修プログラム

＜大学教育内容・方法の改善に関する取組の実施状況（実施大学数）＞

※平成６年グラフは、ＦＤに限って平成５年の数値。
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• カリキュラム編成の弾力化
（科目区分の見直し、必修・選択の見直し等カリキュラム改革を５５１大学（全大学の約
８１％）、１３４５学部（全学部の約７８％）で実施済）（平成11～14年度）

• 教員資格の拡大（各界の実務家の登用拡大）

• 単位互換，学外での学修の単位化
（他大学との単位互換：４４２大学（約６６％）で実施、外国大学との単位互換、専門学校の学修を単
位認定：２０７大学（約３１％）、英検等合格を単位認定：１９２大学（約２９％）（平成13年度））

• 飛び入学（学部：２大学１０人（平成16年度入学者）、大学院：３８大学１７０人（平成15年度入学者））、９月
入学（４月以外の入学者受入１２２大学（約１８％））

• 長期履修学生制度（平成１４年度～：導入ないし検討中１４２大学（約２１％））

• インターネット等遠隔授業の導入

（遠隔教育関連設備を整備済：２３３大学（約３４％）（平成14年度実績））

• 設置認可の弾力化
– 審査手続きの簡素化、審査期間の短縮（近年、逐次実施）
– 準則主義，届出制の大幅導入（平成１５年度～）

（組織改編：例年２００件→３７４件、うち１８９件が届出（平成１５年度））

⑤ 高等教育の個性化（設置基準の大綱化による個性輝く大学づくり）

３１
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◆任期制の普及：
・大学の教員等の任期に関する法律制定。任期制の導入

⑥ 組織運営の活性化（教員の流動化）
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・国立大学法人化で加速 ８９大学中８６大学の中期計画に記載

◆公募の普及
◆外国人教員の任用（5,206人（本務者、H13年）)

３２自校出身比率約３４％
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